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第２次十和田市総合計画策定支援業務仕様書 

 

１．委託業務名   第２次十和田市総合計画策定支援業務 

 

２．委託等の場所  十和田市全域 

 

３．趣旨 

本仕様書は、十和田市（以下「発注者」という。）が実施する総合計画策定支援業務

（以下「本業務」という。）に関して必要な事項を定めるとともに、受注者が履行しな

ければならない事項を定めるものである。 

 

４．業務目的 

本業務は、発注者がまちづくりの目標やその実現に向けた施策の基本的方向性を示し、

総合的かつ計画的な行政運営を進めていく上での指針となる、第２次十和田市総合計画を

策定するにあたり、民間の豊富な経験と専門性を活用し、計画策定に係る業務を円滑に遂

行することを目的とする。 

 

５．委託期間  契約締結の日から平成 29年３月 31日までとする。 

 

６．業務内容  各年度の業務内容は、次のとおりとする。 

 

 【平成 27年度】 

（1） 現行計画の検証及び点検 

 社会経済状況等の変化に対応するため、基本構想を検証すること。 

 また、これまでの行財政改革の取り組みの結果及び行政評価の成果や課題を分析

し、想定されていなかった新たな課題や重点施策等について基本計画の点検をする

こと。 

（2） 市民意識調査の実施、分析及び報告書の作成 

 20 歳以上の市民 4,000 人（無作為抽出）、市内在住の小中高生 1,200 人に対して

意識調査を実施するにあたっての企画、集計、分析等の実施と報告書の作成 

・ アンケート調査票の設問設定 

・ アンケート調査票の印刷、返信用封筒の作成 

・ 調査票等の封入、宛名ラベル（発注者が作成）の貼り付け、発送 

・ 調査票の回収、データ入力 

・ 調査結果の集計及び分析 

・ 調査結果報告書の作成 

・ 調査結果の計画への反映 
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（3） 市民参画手法に関する支援 

・ 手法の提案、資料作成、運営等の支援 

（4） 基本構想の策定支援 

十和田市の現状分析、将来フレームの推計・分析等、各種調査内容の結果を踏ま

えての基本構想案の策定及び取りまとめ 

・ 基本構想の構成設定、骨子案の作成支援 

・ 基本構想素案の作成支援 

（5） 基本計画の策定支援 

実効性の高い基本計画案の策定に係る支援業務 

・ 市民参加などによる意見の集約、取りまとめ 

・ 基本計画の構成設定、骨子案の作成支援 

（6） 十和田市総合計画策定市民委員会の運営支援（５回程度を想定） 

・ 市民委員会において使用する資料等の作成支援及び必要に応じた会議への出

席（司会進行・会議録の作成等） 

（7） 市民ワークショップの運営支援（５回程度を想定） 

・ 市民ワークショップにおいて使用する資料等の作成支援及び必要に応じた会

議への出席（司会進行・会議録の作成等） 

 

 【平成 28年度】 

（1） 基本計画の策定支援 

基本計画案の策定に関する支援業務 

・ 重点施策の検討・設定支援 

・ 成果指標の検討・設定支援 

・ 基本計画素案の作成支援 

（2） 総合計画の進行管理の手法提案 

総合計画を実行性あるものとするための予算、評価、計画が一体的に連動した進

行管理手法の提案 

（3） 総合計画書及び総合計画書概要版等の作成に関する下記の業務 

・ 総合計画書及び概要版の印刷製本用データ作成 

 

７．提出書類 

（1）委託契約締結後 

① 着手届 

② 主任技術者届、経歴書 

③ 業務工程表 

（2）年度終了後 

① 年度完了届 
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② 成果品 

（3）業務完了後 

① 完了届 

② 成果品 

 

８．管理技術者及び技術者 

管理技術者は、業務の全般にわたり、技術管理を行うものとする。 

なお、本業務の円滑な進捗を図るため、実施前に発注者、受注者十分協議を行うとと

もに、常に連絡を密にし、業務に支障のないようにするものとする。 

 

９．資料の貸与 

受注者は、本業務に必要な資料を発注者より借り受けるものとするが、適正な管理を

もって行うとともに、業務完了後速やかに返却するものとする。 

 

10．検査 

本業務実施中、受注者は必要に応じて発注者の部分検査を受け、業務完了後は最終検

査を受けるものとする。なお、加除・訂正等の指示を受けた場合は、速やかにその指示

に従うものとし、それに要する経費は受注者が負担するものとする。 

 

 

11．成果品 

本業務における、各年度の成果品は下記のとおりとする。 

 

【平成 27年度】 

① 市民意識調査報告書の各原稿データ一式 

（電子記録媒体に保存、ホームページ掲載のための PDF データを含む） 

② 基本構想案 

③ 基本計画骨子案 

④ 業務中間報告書 

 

【平成 28年度】 

総合計画書、総合計画書概要版の各原稿データ一式 

（電子記録媒体に保存、ホームページ掲載のための PDF データを含む。総合計画書Ａ

４判、本文 150 ページ程度、４色。総合計画書概要版Ａ４判、本文 25 ページ程度、４

色。） 

※総合計画書及び概要版については、いずれも適宜写真やイラスト等を加えるものと

する。 
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12．その他 

(1) 法令等の遵守 

受注者は本業務の履行にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

(2) 費用の負担 

本業務に伴う必要な経費は、仕様書に明記のないものであっても原則として受注者

の負担とする。 

(3) 秘密の保持 

本業務において、受注者の社員は、在職中はもとより退職後といえども業務上知り

得た秘密を何人にも漏洩してはならないものとする。 

(4) 損害賠償 

受注者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等

を速やかに発注者に報告し、最善の処置を行わなければならない。また、損害賠償の

請求があった場合には受注者が自己の責任において一切を処理するものとする。 

(5) 成果品の帰属 

本業務で履行した内容はすべて発注者の所有とし、調査結果についても発注者の承

諾なくして貸与、公表、使用してはならない。 

(6) 疑義 

受注者は本業務の実施に際しては、常に発注者との連絡を密にし、疑義が生じた場

合等事業の遂行に支障を来たす恐れがある場合には、速やかに発注者と協議し、その

指示に従うものとする。 

また、発注者へ提出された写真、イラスト、グラフ等については、以後、発注者が

使用するにあたり、支障のないものとする。 

以 上 

 


